
 

＼＼親族後見人の個別相談を受け付けます／／ 

 

 

 

 

 

 

 

（例） 

・後見人の交代はどうすればよいか？ 

・最近、後見人になったが裁判所への報告の仕方が 

分からない。 

・後見人の仕事で分からない所がある。 など 

   

相談方法 電話または来所（要予約） 

曜  日 平日（土日祝は除く） 

時  間 9：00～17：00 の間（60 分） 

相談費用 無料 

申込方法 下記お問合せ先にご連絡ください。 

受付期間 随時受付致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご家族で後見人（保佐人）を担当している方からの 

相談をお受けします。 

【お問合せ先】 
社会福祉法人臼杵市社会福祉協議会  
臼杵市市民後見センター  
電 話  0972-62-4488(直通) 
ＦＡＸ   0972-64-0131       担当 東まで 

例えばこんなお悩みがある方・・・ 


